
 

 

 

 

 

 

八百津町農業集落排水事業経営戦略 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月改定 



 

 

目次 

第 1 章 経営戦略策定の背景 ......................................................................................................................1 

１．経営戦略の基本的考え方 ............................................................................................................................ 1 

２．「投資・財政計画」の策定 ....................................................................................................................... 1 

３．計画期間 .............................................................................................................................................................. 2 

第２章 八百津町農業集落排水事業の概要 ...........................................................................................3 

１．施設の概要 ......................................................................................................................................................... 3 

２．使用料の概要 .................................................................................................................................................... 3 

３．現在の職員数、組織図 ................................................................................................................................. 5 

４．民間活力の活用等 ........................................................................................................................................... 5 

５．経営比較分析表を活用した現状分析 .................................................................................................... 6 

第３章 八百津町農業集落排水事業の将来の事業環境 ..................................................................7 

１．水洗化人口の予測 ........................................................................................................................................... 7 

２．有収水量の予測 ............................................................................................................................................... 8 

３．使用料収入の見通し ...................................................................................................................................... 9 

４．施設の見通し ................................................................................................................................................ 10 

５．組織の見通し ................................................................................................................................................ 10 

６．八百津町農業集落排水事業における基本方針 ............................................................................ 10 

第４章 投資試算及び財政試算 ............................................................................................................... 11 

１．計画期間の収支見通し ............................................................................................................................. 11 

２．投資・財政計画 ........................................................................................................................................... 16 

３．投資計画の目標 ........................................................................................................................................... 17 

４．財政計画の目標 ........................................................................................................................................... 17 

第５章 目標達成と収支ギャップ解消に向けた取組み .............................................................. 19 

１．投資に関する施策 ....................................................................................................................................... 19 

２．財源水準の見直し ....................................................................................................................................... 19 

３．今後への取組 ................................................................................................................................................ 19 

第６章 モニタリング体制 ........................................................................................................................ 20 

 

 



 

 

資料 

・別紙 1   経営比較分析表（令和 4 年度決算） 

・別紙 2－1 （法適用企業・収益的収支）投資・財政計画（収支計画） 

・別紙 2－2 （法適用企業・資本的収支）投資・財政計画（収支計画） 

・別紙 2－3 原価計算表 

 

 

 

改定にあたって 

本町は、将来にわたって安定的に事業を継続していくことを目指し、平成 29 年 3

月に「八百津町農業集落排水事業経営戦略」を策定しました。 

その後の経営環境の変化を踏まえ、改めて収支の推計等を行い、経営戦略を改定す

ることとしたものです。 
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第 1章 経営戦略策定の背景 

１．経営戦略の基本的考え方 

経営戦略は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長

期的な経営の基本計画です。 

具体的には、現状分析と事業環境の見通しをもとに、「投資計画」「財政計画」を

策定し、これらの計画が「収支均衡」し、事業として持続可能なものであるかを確認

します。 

本町は平成 29 年 3 月に「八百津町農業集落排水事業経営戦略」を策定し、地方

公営企業法の適用後、令和 3 年度に改定しました。前回改定から 3 年が経過し、有

収水量の減少や物価高騰などにより計画と実績に一部乖離が生じており、事業環境

はさらに厳しさを増しています。今回の改定は、経営環境の変化を踏まえ、現状把握、

課題分析及び将来予測を再検証し、より実効性のある計画にするため見直しを行う

ものです。 

 

２．「投資・財政計画」の策定 

（１）「投資計画」の策定 

投資計画は、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要となる施設・

設備に関する投資の見通しを試算した計画です。具体的には、将来の汚水処理ニーズ

の予測から、将来的に必要な施設・設備を把握し、それらを更新・維持管理していく

計画を立案します。 

 

（２）「財政計画」の策定 

財政計画は、投資計画等の支出を賄うための財源の見通しを試算した計画です。具

体的には、使用料収入、企業債、繰入金等の収入の見通しを試算し、どの程度の財源

を確保できるかを試算します。まず、使用料収入については、第３章３のとおり見通

しを立てました。次に、企業債については、世代間負担の公平や財政健全化の視点を

加味し、検討します。また繰入金は、繰出基準に基づいて必要額を算出し、町財政担

当課と調整した出資額等を計上します。 
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（３）「収支均衡」の確認 

経営戦略における収支均衡とは、計画期間内で当年度純損益が黒字となることを

指します。経営戦略では、公営企業としてのサービスの提供を安定的に継続するため

に必要な施設・設備に対する投資を、投資計画において適切に見込んだうえで収支均

衡し、これを安定的に維持できるような計画を策定することが求められています。 

なお、計画期間内に当年度純損益が赤字となる場合、この赤字を「収支ギャップ」

といい、経営戦略においてはこの収支ギャップの解消のための取り組みが必要とな

ります。 

 

（４）計画策定後のモニタリング 

経営戦略は、策定したことがゴールではなく、その進捗管理（モニタリング）を行

い、PDCA サイクル（Plan, Do, Check, Action）を働かせることが必要です。ま

た、変化する社会情勢を踏まえ、経営戦略における投資計画・財政計画と実績の乖離

を検証するだけでなく、収支ギャップの解消に向けた取り組み等が適切に行われて

いるかを検証し、必要に応じて経営戦略の見直しを行います。 

 

３．計画期間 

八百津町においては、当初の経営戦略を計画期間 10 年間（平成 29 年度から令

和 8 年度まで）で策定しました。その後、法適用後の令和２年度に改定しておりま

す。 

次回、令和８年度に改定を行う予定でしたが、岐阜県の上位計画が変更されたこと

を受け、前倒しをして改定を行うことといたしました。 

今回の改定では、経過年度の実績を踏まえ、今後 10 年間の計画を検討することか

ら、令和 7年度から令和 16 年度までを計画期間としています。 
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第２章 八百津町農業集落排水事業の概要 

１．施設の概要 

供用開始年度 

（供用開始後

年数） 

平成 11年 11月 1 日 

法適 

（全部適用・

一部適用） 

非適の区分 

法適用 

（平成 31 年 3 月までは法非

適用。平成 31 年 4 月から地

方公営企業法の全部を適用） 

処理区域内 

人口密度 
420.75 人/㎢ 

流域下水道等

への 

接続の有無 

無 

処理区数 
2 区 

上飯田地区及び久田見地区 

処理場数 
上飯田浄化センター（平成 11 年 11 月 1日 供用開始） 

久田見浄化センター（平成 14 年 4月 1 日 供用開始） 

広域化・共同

化・最適化 

実施状況 

平成 27年度に施設の機能診断を行いました。 

平成 29年度にこの診断結果をもとに最適整備構想を策定。 

 

２．使用料の概要 

一般家庭用 

使用料体系の 

概要・考え方 

常時安定した汚水処理を行うために、一般会計繰入金等を踏ま

え、固定費と変動費の回収をできる限り受益者負担により回収で

きるよう、基本料金と逓増型従量料金を組み合わせた料金制を採

用しています。 

 

基本料金（10㎥ まで）  1,450円 

従量料金（1㎥ につき） 

11㎥ から 20㎥ まで    145円 

21㎥ から 50㎥ まで    160 円 

51㎥ 以上         184 円 



 

4 

 

業務用使用料体系の

概要・考え方 
一般家庭用と区別していません。 

その他の使用料体系

の概要・考え方 
一般家庭用と区別していません。 

条例上の使用料 

（20 ㎥ あたり） 

令和３年度 2,900 円 

令和４年度 2,900 円 

令和５年度 2,900 円 

実質的な使用料 

（20 ㎥ あたり） 

令和３年度 2,762 円 

令和４年度 2,765 円 

令和５年度 2,776 円 

 

※ 実質的な使用料は、使用料収入の合計を実際の有収水量合計で除し、20㎥当たりに換

算したものであり、税抜金額に置きなおしています。 

※ 井戸水を併用している場合 

・一般家庭の場合、水道使用水量と、世帯人数から推定した使用水量を比較し、いずれ

か多い方の水量で算定しています。 

・事業所の場合、汚水メーターや井戸メーターが設置されているところは使用水量で算

定しています。 
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３．現在の職員数、組織図 

 

【給与費体系】  

・水道事業会計  ７名  課長、工務係(水道)係長、工務係(水道)主事、業務係 主査、 

業務係 主任、会計年度任用職員２名 

・下水道事業会計 １名 工務係(下水道)主事補      

・一般会計       ５名 課長補佐、業務係 係長、工務係(下水道)係長、環境衛生係 係長、 

環境衛生係 主事  

４．民間活力の活用等 

民間活用の状況 

 ア 民間委託 

   （包括的民間委託を含む） 

施設維持管理 

有限会社 八百津衛生 

 イ 指定管理者制度 なし 

 ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 検討中 

資産活用の状況 

 ア エネルギー利用 

   （下水熱・下水汚泥・発電等） 

久田見浄化センターにて処

理を行ったものは自然乾燥さ

せ、汚泥炭化肥料として無料配

布しています。 

 イ 土地・施設等利用 

   （未利用土地・施設の活用等） 
なし 
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５．経営比較分析表を活用した現状分析 

平成 26年度から、総務省の要請により経営比較分析表を作成しています。本町で

も経営比較分析表を作成し、地方公営企業の経営状況について経年比較や類似団体

比較を行うことで、経営戦略策定の基礎としています（別紙 1 参照）。 
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第３章 八百津町農業集落排水事業の将来の事業環境 

１．水洗化人口の予測 

水洗化人口の推移（単位：人 ） 

 

全国的に人口減少が課題となっており、本町においても将来にわたって行政区域

内人口が減少することが見込まれています。 

本町では農業集落排水事業により汚水処理している地区は上飯田地区と久田見地

区ですが、いずれの地区においても既に農業集落排水事業の整備は完了しており、普

及率のこれ以上の増加は見込めません。また、水洗化率も既に頭打ちに近く、久田見

農業集落排水地区において人口減少が著しく、令和 5 年度時点で 685 人を見込ん

でいましたが、実績は 647 人でした。水洗化人口は今後も減少する見通しであり、

本経営戦略の計画年度終了年度の令和 16 年度には 587 人になる見通しです。 

（推計の前提） 

・水洗化人口＝行政区域内人口×普及率×水洗化率で予測 

  行政区域内人口＝社会保障・人口問題研究所の数値の数値をもとに推計 

  普及率＝直近実績 

  水洗化率＝過去の増加率を踏まえ、個別に推計 

（ただし、実績を踏まえ 82%を上限） 
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２．有収水量の予測 

有収水量の推移（単位：千㎥ ） 

 

水洗化人口の減少により、有収水量も減少する見通しです。令和 7 年度は６万３,

０００㎥ の見込みですが、計画期間最終年度の令和 16 年度には５万９,０００㎥ 

となる見込みです。 

 

（推計の前提） 

・生活用と業務用に分割して予測 

・生活用有収水量＝水洗化人口×１人あたり年間使用水量 

  １人あたり年間使用水量＝直近の値が継続すると仮定 

・業務用有収水量＝直近の値が継続すると仮定 
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３．使用料収入の見通し 

使用料収入の見通し（単位：千円 ） 

 

水洗化人口の減少に連動し、計画期間における使用料収入も減少傾向となる見込

みです。令和 7 年度は９８５万４,０００円の見込みですが、計画期間終了年度の令

和 16 年度には約５８万５,０００円減少し、９２６万９,０００円となる見込みです。 

 

（推計の前提） 

・生活用と業務用に分割して予測 

・生活用使用料収入＝水洗化人口×1 人あたり年間使用料 

  1人あたり年間使用料＝直近の値が継続すると仮定 

・業務用使用料収入＝直近の値が継続すると仮定 
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４．施設の見通し 

平成 27 年度に上飯田農業集落排水施設及び久田見農業集落排水施設の機能診断

を行いました。供用開始から約 15 年経過することから施設の老朽化も随所にみら

れ、修繕工事また更新工事も必要となっています。平成 29年度にはこの診断結果を

基に、老朽化の進展状況に関わる緊急度・重要度・予算の平準化等を踏まえた上で、

見直しを行いました。機械設備等については耐用年数の超過がありますが、目立った

劣化も見られない為、オーバーホールを中心とした補修を行い、必要に応じて更新す

る予定です。 

また、令和６年度に農業集落排水（上飯田地区）において公共下水道への統合に向

けた検討を行っております。 

 

５．組織の見通し 

令和元年度に、公共下水道事業と農業集落排水事業に地方公営企業法を適用しま

した。これに伴い、既に法適化している水道事業と組織上も一体的に運営しています。

現在の組織体制は当法適用を考慮し、料金関係・経理の業務を行う業務係と上水道・

下水道の工事関連の業務を行う工務係に区分しています。 

 

６．八百津町農業集落排水事業における基本方針 

水洗化人口の減少により使用料収入が減少する見通しの中で、将来にわたって安

定した汚水処理を行い衛生的な環境を維持するため、持続可能な経営に努めます。 
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第４章 投資試算及び財政試算 

１．計画期間の収支見通し 

第３章の見通しを踏まえた今後の収支予測は以下の通りです。将来推計にあたっ

ての前提は以下の仮定をおいて推計しています。 

 

収益的収支 

収支項目 推計の主な前提 

収

入 

使用料収入 第 3 章で推計した使用料収入を使用 

他会計補助金 基準内：令和 6年度における繰出基準に基づき推計 

基準外：当該年度の予定収益に基づき算定 

長期前受金戻入 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 

その他 直近 5年平均値（令和 2年度～令和 6 年度） 

支

出 

修繕費 直近 5年平均値（令和 2年度～令和 6 年度） 

委託料 直近 5年平均値（令和 2年度～令和 6 年度） 

減価償却費 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 

支払利息 企業債の元利償還見込みに基づき個別に推計 

その他 直近 5年平均値（令和 2年度～令和 6 年度） 

 

資本的収支 

収支項目 推計の主な前提 

収

入 

他会計補助金、

他会計負担金及

び他会計出資金 

基準内：令和 6年度における繰出基準に基づき推計 

基準外：補てん財源を充当してもなお資本的支出が発生する場

合に、過年度実績を踏まえ個別に推計 

国（県）補助金 補助事業の実施予定がないため、発生しないものと仮定 

支

出 

建設改良費 投資計画に基づき個別に推計 

企業債償還金 企業債の元利償還見込みから個別に推計 
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（１）今後 10 年間の収益的収支 

収益的収支の推計（単位：千円 ） 

 

  

使用料収入の減少により、収益的収入が減少していくことが想定されます。農業集

落排水事業は地形的に効率的な汚水処理が困難な状況ですが、一般会計からの繰入

金の受け入れを行っていることもあり、現行の使用料水準にて令和１６年度まで当

期純損益がプラスとなる見通しです。 

一般会計からの繰入金の受け入れなしでは経常費用を使用料収入で賄うことが不

可能であるため使用料改定も必要であると考えられますが、本町の下水道事業で使

用料が統一されていることから、一般会計からの繰入金に頼らざるを得ないのが現

状です。 

一般会計繰入金については本章（４）において詳述します。 
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（２）今後 10 年間の資本的収支 

資本的収支の推計（単位：千円 ） 

 

  

計画期間における資本的収入は、他会計補助金及び他会計出資金を見込んでいま

す。また、資本的支出は、処理場単独事業費の建設改良費及び企業債償還金を見込ん

でいます。 

企業債償還の進行に伴い、資本的支出は減少見通しです。償還が終了する令和 14

年度以降、資本的支出が大幅に減少する見込みです。 
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（３）今後 10 年間の資金発生見込額  

資金発生見込額の推計（単位：千円 ） 

 

 

地方公営企業法適用後は、収益的収支と資本的収支に分けて財政状況を把握する

必要がありますが、資本的収支は、投資等の支出とそれに対する補助金や企業債等の

財源が計上されることから、通常は、支出超過になります。そのため、収益的収支で

発生した余剰資金を資本的収支不足額に充てることになり、これを補てん財源と言

います。補てん財源が足りないということは、資金が不足することを示しますが、農

業集落排水事業においては、今後企業債の償還額が減少する見通しであることから、

資本的収支不足額は減少する見込みです。 
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（４）今後 10 年間の一般会計繰入金の推移 

一般会計繰入金の推計（単位：千円） 

 

 

一般会計繰入金の総額は、令和 7年度以降、令和 11 年度ごろまでは６,０００万

円～７,０００万円の間で推移する見込みです。その後、企業債償還の進行に伴い、基

準内繰入金が減少することで、令和 16 年度には４,０００万円台で推移する見込み

です。 

基準外繰入金については、安定的な財源確保を図る一方、過度に公費に依存しない

よう、企業債償還が落ち着く令和 11 年度までは４,６００万円程度を繰り入れ、そ

れ以降は資本的収支の水準に応じて繰り入れる計画としています。しかしながら、第

3 章のとおり、財源としての使用料収入は計画期間にわたって徐々に減少していく

ことから、使用料収入と基準外繰入金を比較した場合に、その割合は上昇していきま

す。 

一般会計繰入金のうち基準内繰入金は、公費負担すべきものと考えられる経費に

充てられるもののうち、総務省が毎年度公表する繰出基準に基づいて算出される額

です。基準外繰入金は、繰出基準で定める経費等に対して地域の実情に応じて各団体

より繰り出す額です。本来その経営に伴う収入をもって充てることが公営企業とし

てあるべき姿であることに鑑みれば、基準外繰入金が本来的な収入である使用料収

入を著しく上回ることは望ましくありません。 
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基準外繰入金比率の推計（単位：千円、％） 

 

 

２．投資・財政計画 

推計をもとに投資・財政計画を作成すると別紙 2となります。 

計画期間においては収支均衡が達成される見込みと予測していますが、使用料収

入の減少が見込まれており、徐々に経営は厳しくなってくると想定されます。また、

予想以上に水洗化人口の減少が進むなどした場合には、収支均衡が達成できなくな

ることも懸念されます。 

そこで、今後も安定的な経営を継続するため、以下の目標を設定しました。 
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３．投資計画の目標 

投資計画の

目標 

（前回改定時）水洗化率 80％の達成 

（更新）水洗化率 82%の維持 

目標年限：令和 16年度 

【目標設定の考え方】 

本町農業集落排水事業は、整備・拡張を終え、維持・管理の時期に入りました。こ

のため、本経営戦略の計画期間内には大規模な投資は予定していません。したがって、

計画期間内は、これまでの投資の費用を回収し、次の更新投資の時期に備えるため、

現在農業集落排水が普及している地域の方に接続していただくことになります。前

回改定時に、令和元年度の 80%維持を掲げましたが、令和 5 年度においては 82%

と 80%目標を達成したことから、今後は直近水準である 82％を維持することを改

定後の目標とします。 

 

【実績値の推移】 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

水洗化率 81.1% 81.3% 81.3% 81.7% 82.3% 

 

４．財政計画の目標 

財政計画の

目標 

（前回改定時）基準外繰入金が使用料収入の 2 倍を超えな

いこと 

（更新）基準外繰入金が使用料収入の 3 倍を超えないこと 

目標年限：令和 16年度 

【目標設定の考え方】 

一般会計繰入金には、公費で負担とするのが相当とされる額について、総務省が示

す繰出基準に基づいて繰出しを受ける基準内繰入金と、当該基準内繰入金の受け入

れによってもなお賄うことのできない不足額について繰出しを受ける基準外操出金

があり、本町農業集落排水事業ではその双方を受け入れています。 

独立採算が原則である公営企業においては、できる限り使用料収入をもって運営

することが望まれます。一方で、前述のとおり、総務省からは毎年度繰出基準が公表

されるなど、公営企業における独立採算は経費負担区分に応じたものであり、公費で
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負担する範囲は、地域の実情に応じて各団体が判断することになります。農業集落排

水事業は人口閑散地区に多く、全国的にも使用料収入の基準内繰入金のみで投資の

すべてを賄うことは難しい状況であるため、繰出基準に基づいて算定された額以上

の、いわゆる基準外繰入金に頼らざるを得ません。ただし、そのような状況において

も、基準外繰入金を減額し税負担をできる限り減らすことが望ましいと考えている

ため、財政計画においては上記の目標を立てました。 

経営戦略策定当初は、「基準外繰入金が使用料収入の 2 倍を超えないこと」とい

う目標を定めました。平成 28 年度から平成 30年度は目標を達成できましたが、令

和元年度は 2 倍を超えました。令和元年度は法適用初年度であり、独立採算の明確

化と経営基盤の強化のために一時的に出資を受けたことなどによるものです。令和 2

年度以降は、当初計画より水洗化人口の減少が進み、使用料収入が想定より減少した

ことや物価高騰により営業費用が増加したことで、基準外繰入金が当初計画より増

加し、令和 5 年度の実績では 592.2 ％となりました。今後も水洗化人口の減少に

より使用料収入が減少する見通しであることから、必要な設備の修繕や企業債償還

を行うには、使用料収入の２倍以上の基準外繰入金が必要となる見込みです。そのた

め、計画期間の最終年度である令和 16 年度時点で、「基準外繰入金が使用料収入の

３ 倍を超えないこと」を改定後の目標とします。基準外繰入金を減額するようより

効率的な経営に努めます。 

 

【実績値の推移】 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

基準外 

繰入金比率 
325.2% 386.9％ 416.0% 410.0% 592.2% 
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第５章 目標達成と収支ギャップ解消に向けた取組み 

１．投資に関する施策 

計画期間内に大規模な設備投資は行わない予定です。上飯田農業集落排水施設は

平成 11年 11 月 1 日、久田見農業集落排水施設は平成 14 年 4 月 1日から供用開

始をしており約２５年を経過します。管渠については耐用年数５０年を考慮すると

計画期間中の修繕工事は予定していません。 

機械設備等については耐用年数の超過がありますが、目立った劣化も見られない

為、オーバーホールを中心とした補修を行い、必要に応じて更新する予定です。 

なお、上飯田農業集落排水区域は本町西部地区に位置し、公共下水道区域（木曽川

右岸流域下水道地区）と隣接することから、公共下水道への接続も考慮し、上飯田農

業集落排水の将来のあり方を検討しています。 

２．財源水準の見直し 

現状の財源構成を踏まえ、第 4章１（4）の繰入金の推移のとおり、基準外繰入金

の使用料収入に対する比率は計画期間内において徐々に上昇する見込みです。今後

は、まず経費削減により一層努め、効率的な経営を進めることで、基準外繰入金を減

らすことに努めます。しかし、第 4 章のとおり、農業集落排水事業の特性上、一般

会計からの繰入金の受け入れなしでは経常費用を賄うことが難しい状況です。また、

本町の下水道事業で使用料が統一されていることから、公共下水道事業の使用料改

定と同タイミングで使用料の改定を検討します。 

 

３．今後への取組 

これまでに検討した施策や目標については、別紙２に示す投資・財政計画に反映さ

れています。 

しかし、令和 16 年度末では、当年度純利益が薄利になることから、使用料の改定

について然るべきタイミングで検討を進めていき、次回の経営戦略の見直し時に反

映することとします。 

また、広域化に関する取組については、総務省等から各都道府県に対して、令和 4

年度までに広域化・共同化計画の策定が求められた事を受け、策定された岐阜県の計

画に基づき、本町においても県と連携を図りながら検討を進めてまいります。 
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第６章 モニタリング体制 

本町農業集落排水事業は令和元年度から地方公営企業法を適用しています。この

経営戦略は、地方公営企業法適用後の決算内容を鑑みて策定しています。今後は、実

績を蓄積し、概ね 4年ごとに、計画の見直しを行います。 

また、今後の社会経済環境等を踏まえ、毎年の決算公表後、経営戦略の収支計画と

の乖離状況及び第４章３、４に記載した目標値の達成状況の確認を毎年度実施しま

す。 

 

以上 









供用開始年月日 平 成 11 年 11 月 1 日

処理区域内人口 786　人

計算期間 自 令和8年度 至 令和12年度

（　5　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

10,029 9,667 9,667

0 440 440

0 0 0

10,029 10,107 0 10,107

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

2,903 2,698 0 2,698

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

302 257 0 257

3,205 2,955 0 2,955

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

2,390 3,268 0 3,268

440 409 0 409

0 0 0 0

0 0 0 0

21,372 24,280 0 24,280

784 668 0 668

24,986 28,625 0 28,625

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,640 2,250 0 2,250

2,640 2,250 0 2,250

5,136 1,493 688 805

35,136 35,253 35,253 0

173 0 0 0

40,445 36,746 35,941 805

71,276 70,576 35,941 34,635

34,635

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 28%

＜使用料水準についての説明＞

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

令和4年1月25日付総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を用いて、投資・財政計画をもとに、使用料水準の算定を行
いました。資産維持費加味前において、対象経費に対する使用料収入の割合が100%に満たないため、資産維持費はゼロとし試算しました。
上記の結果、対象経費に対する使用料収入割合は約28%となり、使用料収入が不足している状況です。使用料については、今後の収支バランスに注視しながら使用料改定の
必要性を検討していきます。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を確
保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定
し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規
模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

小 計

小 計

一
般
管
理
費

人
件
費

流 域 下 水 道 管 理 運 営 費 負 担 金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

yufuruta
タイプライター
別紙２-３


